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はじめに 1 

我が国の港湾は、貿易量の 99.6％を扱う重要な社会インフラであり、その背後2 

地となる港湾所在市町村は、約 6,000 万人の人口と 150 兆円の製造品出荷額等を3 

擁し、いずれも全国の約半数を占めるなど、我が国の国民生活、経済活動にとっ4 

て極めて重要な地域である。港湾においては海岸保全施設より海側のいわゆる堤5 

外地に物流機能が集中するとともに、それと関連が深い様々な企業が立地してい6 

る。 7 

しかしながら、港湾は、水際線に存在する特性上、構造的に高潮・高波・津波8 

の影響を受けやすい地域であり、海面水位上昇や台風の強度の増大など、今後見9 

込まれる気候変動の影響が不可避となる地域である。 10 

近年も、平成 30 年（2018 年）９月に大阪湾に来襲した台風第 21 号により、大11 

阪港、神戸港において、昭和 36 年（1961 年）の第二室戸台風以来 50 年以上ぶり12 

に既往最高潮位を更新する潮位が発生した。これにより、港湾の堤外地における13 

浸水被害が多数発生し、コンテナの航路・泊地への流出により、船舶の航行の安14 

全が確認されるまで、神戸港で２日間、大阪港で３日間、港湾機能が停止した。15 

このほか、コンテナの倒壊や電源施設の浸水をはじめ、港湾施設及び海岸保全施16 

設に大きな被害が生じた。 17 

また、令和元年（2019 年）９月及び 10 月に相次いで東京湾に来襲した台風第 18 

15 号（令和元年（2019 年）房総半島台風）や台風第 19 号（令和元年（2019 年）19 

東日本台風）では、東京湾内で既往最大値を超える有義波高及び瞬間風速を記録20 

し、高潮・高波・暴風により、護岸の倒壊、越波による浸水、コンテナの倒壊・散21 

乱、走錨船舶の港湾施設への衝突等、東京湾内の港湾を中心に大きな被害が発生22 

した。 23 

今後、さらなる気候変動に伴い、日本沿岸の平均海面水位が２１世紀の間、上24 

昇し続けることなどが見込まれており、公共・民間問わず、高潮・高波・津波の25 

災害リスクは増大していくものと考えられる。 26 

一方、公共・民間の多様な主体が集積する港湾においては、例えば一部の主体27 

が所有する護岸の嵩上げ等が不十分である場合、浸水被害が港湾広域に及ぶため、28 



 

物流機能や産業機能に支障が生じるおそれがある。気候変動への適応を図るため29 

には、関係者が気候変動への適応水準や適応時期に係る共通の目標等を定めると30 

ともに、協定等に基づきハード・ソフト一体の各種施策を進める「協働防護」の31 

考え方に基づく総合的な防災・減災対策を進めることが重要である。また、港湾32 

の臨海部における防護レベルが向上することにより、港湾背後地を含む周辺地33 

域への浸水リスクが低減され、港湾所在市町村全体としての防災・減災力の向上34 

にも寄与することが期待される。  35 

令和６年 12 月、国土交通省港湾局では、「協働防護計画作成ガイドライン検討36 

委員会」（委員長：磯部雅彦 高知工科大学・東京大学 名誉教授、以下「委員会」37 

という。）を設置し、３回にわたる委員会において検討を実施し、「協働防護計画38 

作成ガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）をとりまとめ、令和７年39 

６月に公表した。 40 

さらに、令和７年 10 月の改正港湾法の施行に伴い、港湾法施行令及び港湾法施41 

行規則が改正され、協働防護計画の最適化事業の対象となる特定港湾施設が定め42 

られたことから、令和８年５月に本ガイドラインを改訂し、当該内容を反映した。 43 

また、協働防護の取組の継続性・実効性を確保するために締結する協働防護協44 

定の構成要素や留意事項等を整理した「協働防護協定の手引き」を策定した。本45 

改訂では、これを踏まえ本ガイドラインにおいても、協働防護協議会における関46 

係者の位置づけや、協働防護協定の締結を念頭に置いた記載事項の追加等を行っ47 

た。 48 

本ガイドラインの活用により、港湾管理者、関係地方公共団体、港湾立地企業49 

等の様々な関係者が協働して、長期的な視点をもって、気候変動への適応水準や50 

適応時期に係る共通の目標やそれらを実現するために講じる事業等をとりまとめ51 

た「協働防護計画」の作成・実施を通じ、気候変動に適応した港湾機能の充実や52 

地域関係者の安全性の確保を図り、港湾が引き続き地域経済の発展、産業・観光53 

振興にも寄与する重要な社会経済インフラとしての役割を担うことが期待される。 54 

なお、気候変動による将来の平均海面水位上昇や潮位偏差・波高の増大に関す55 

る予測結果については不確実性が高く、現在もその影響に関する研究が続けられ56 



 

ている。IPCC1 による世界的な気候変動予測については、これまで６回の評価報57 

告がなされており、今後も定期的にその時点の実績や最新の知見、予測技術に基58 

づき、評価報告される見込みである。我が国においても、「日本の気候変動 2020」 59 

に引き続き「日本の気候変動 2025」が公開され、気候変動予測の定期的な更新が60 

想定される。そのため、協働防護計画については、定期的なモニタリング結果や61 

気候変動に関する最新の知見による外力の変動傾向等を踏まえ、定期的に見直し62 

を行うことが望ましい。 63 

令和８年５月 国土交通省港湾局 64 

 65 

 
1 IPCC：気候変動に関する政府間パネル。国連環境計画（UNEP）と世界気象機関

（WMO）によって設立された政府間組織で、主に、気候変動に関する科学的な評価を行

い、その最新の知見をまとめた報告書を公表している。  
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第1章  本ガイドラインの作成趣旨 54 

本ガイドラインの作成趣旨 55 

気候変動に伴う平均海面水位の上昇や台風の強度の増大などを踏まえると、港56 

湾において嵩上げ等が必要な施設は公共・民間ともに存在し、一部の主体が所有57 

する護岸の嵩上げ等が不十分である場合、浸水被害が港湾広域に及び、物流機能58 

や産業機能に支障が生じる恐れがある。  59 

官民の様々な関係者が立地する港湾において、気候変動への適応を図るため60 

には、関係者が気候変動への適応水準や適応時期に係る共通の目標等を定める61 

とともに、協定等に基づきハード・ソフト一体の各種施策を進める「協働防護」62 

の取組を進める必要がある。 63 

本ガイドラインは、港湾法に基づき港湾管理者が作成する「協働防護」の実施64 

のための計画となる「協働防護計画」の作成手順や関係者との主な調整事項、協65 

働防護区域設定の考え方等を示すとともに、令和 6 年 3 月に公表された「港湾に66 

おける気候変動適応策の実装方針」等の内容を踏まえ、気候変動に起因する外力67 

変化量の推定方法や気候変動適応策の検討方針等を示す技術的指針としてとり68 

まとめたものである。 69 

なお、協働防護計画の作成にあたっては、港湾計画に加え、海岸保全基本計画70 

や地域防災計画等、港湾に関連する各種計画と整合を図り、効果的・効率的な気71 

候変動対策につなげることが望ましい。 72 

 73 

 74 

 75 

図  1-1 協働防護のイメージ図  76 

 77 

全体の枠組 78 

協働防護の制度的枠組みの全体像を以下に示す。 79 

協働防護計画は港湾計画において記載する、「気候変動に対応するために必要80 

となる港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項」を実施するために作成81 

されるものである。 82 

自分が嵩上げしても、
一部で防護が不十分
だと、そこから浸水被
害が及んでしまう…

各ふ頭等における
適応水準・適応時期を
定めた計画を作成し、
連携して防護水準を

確保！

⇒整備が進まない

計画作成
港湾管理者
（計画作成者）

国（地方整備局等）

地元自治体

エネルギー

化学

協働 協働

輸送用機械

鉄鋼

協議会

倉庫 等

多様な港湾立地企業

協働防護の推進のための計画は、港湾管理者、港湾立地企業をはじめ、ふ頭等を構成する関係者が協働で議論の上、策定を想定
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具体的には、まず、港湾全体としての目標水準（海面水位の上昇量や台風の強83 

度等の将来外力及び将来外力への対応の基本的な考え方）を港湾計画に記載す84 

る。 85 

次に、港湾計画の記載内容を実施するため、協働防護協議会等を通じ、気候変86 

動を考慮した浸水想定の作成、適応水準や適応時期の検討等を行い、協働防護計87 

画を作成する。 88 

そして、協働防護計画に位置付けた施設に関し、いわゆる承継効が付与される89 

協働防護協定を締結し、対策の実施・運用の枠組みを決定するとともに、継続性90 

を確保するものである。 91 

 92 

  93 

 94 

 95 

 96 

 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 

 107 

 108 

図  1-2 協働防護計画の位置付け  109 
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本ガイドラインで用いる外力レベルの基本的考え方 110 

本ガイドラインにおいては、高潮・高波や津波の規模を、図 1-3～図 1-5 に111 

示すとおり、海岸保全施設による防護ラインを超えて堤内地まで浸水する最大112 

規模の外力（いわゆるレベル 2 相当）、防護ラインより海側の堤外地において、113 

海岸保全施設の天端高近くの高さまで浸水する設計外力（いわゆるレベル 1 相114 

当）、及びそれより規模の小さい中・小規模の外力に大別している（各外力の概115 

要は表 1-2 も参照）。 116 

 117 

 118 

 119 

図  1-3 レベル 2 相当の外力のイメージ図  120 

 121 

 122 

図  1-4 レベル 1 相当の外力のイメージ図  123 

 124 

 125 

図  1-5 中・小規模の外力のイメージ図  126 

  127 

海岸法による防護ライン

堤内地堤外地

海岸保全施設

レベル1相当の外力

海岸法による防護ライン

堤内地堤外地

海岸保全施設

中・小規模の外力
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「協働防護」の取組を推進する上では、「港湾の機能を維持」することを念頭128 

に置きつつ、「人命、財産、社会経済活動への影響」を踏まえ、適切な規模の外129 

力を設定することが望ましい。 130 

 131 

なお、港湾近傍に設置されている海岸保全施設はレベル 1 相当の外力を対象132 

としていることを踏まえ、同施設より海側に位置する堤外地においては、レベル133 

1～中・小規模の高潮・高波及び津波を対象とする方法が主となる。 134 

 135 

協働防護計画の作成に当たって連携・反映すべき関連計画等 136 

海岸保全基本計画 137 

「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和２年７月）を踏まえ、令138 

和７年度中を目途に、各自治体において気候変動を考慮した「海岸保全基本計画」139 

の見直しが検討されている。協働防護計画の作成にあたっては、堤内地を防護す140 

る海岸保全施設の設計外力に採用されている気候変動シナリオや適応水準・時141 

期等も勘案した上で、検討を進めることが望ましい。 142 

 143 

港湾の事業継続計画等 144 

災害や緊急時における港湾機能を維持するための取組みとして、港湾管理者145 

が中心となって、「港湾の事業継続計画(港湾ＢＣＰ)」が全国の重要港湾以上の146 

全ての港湾で作成されている。 147 

また、高潮・高波については、突発的に発生する地震及びそれに伴う津波とは148 

異なり、避難や準備のためのリードタイムがあるため、タイムラインの考え方を149 

取り入れて事前に適切な防災行動を取ることで被害を軽減することが可能とな150 

る「フェーズ別高潮・暴風対応計画」が策定されている場合もある。 151 

協働防護計画の作成にあたっては、これらの計画を踏まえたソフト対策の検152 

討や、ハード対策の整備が完了するまでの間の対応策等 2を検討することが望ま153 

しい。 154 

 155 

地域防災計画及び地域気候変動適応計画 156 

各地方自治体においては、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づ157 

き、予防対策や応急対策等を定めた地域防災計画を作成している。また、気候変158 

動適応法（平成 30 年法律第 50 号）に基づき、自然的経済的社会的状況に応じた159 

気候変動適応に関する施策の推進を図るため、地域気候変動適応計画の策定が160 

進められている。 161 

協働防護計画の作成にあたっては、地域防災計画や地域気候変動適応計画で162 

定められた地域における防災や気候変動適応の取組と整合を図りながら検討を163 

 
2 例えば、高潮・高波来襲前の土のう設置やコンテナの固縛等。 
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進めることが望ましい。 164 

 165 

他の公物管理者との調整 166 

協働防護の取組に基づき施設整備を進める際、海岸保全施設や漁港施設等、他167 

の公物と接する等の可能性がある。その場合、各種公物管理法に基づく各々の公168 

物の適正な利用や管理に影響を与えることがないか、協議や許可が必要になる169 

場合がある。 170 

そのため、協働防護の推進にあたり、港湾管理者以外の者が管理する施設への171 

影響が見込まれる場合には、適切に調整を図る必要がある。  172 

 173 

 174 

 175 

  176 
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ガイドラインで使用する主な用語 177 

主な用語 178 

以下に、ガイドライン中で使用する主な用語を示す。 179 

なお、本ガイドラインにおいて、統一した用語を使用することを意図し、新た180 

に定義した用語については、備考欄に※を附している他、法令用語については備181 

考欄に条文番号を附している。  182 

表  1-1 主な用語一覧（その１）  183 

用語 用語の意味等 備考 

特定港湾施設 

気候変動に伴う海面水位上昇等から港湾の保全

に必要となる防潮堤、護岸、堤防、胸壁等の港湾

施設。 

港湾法 

第３条の３ 

第３項 

協働防護区域 

臨港地区内の区域であって、港湾施設並びに工

場及び事業場の規模及び配置からみて、特定港

湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働

して同施設の整備又は管理を行うことによっ

て、浸水に伴う被害を防止すべき一団の土地の

区域。 

港湾法 

第 51 条の６ 

第２項 

協働防護計画 

特定港湾施設（荷さばき地等）並びに工場及び

事業場を防護するため、協働防護区域ごとに作

成される特定港湾施設の高さ及び機能の最適化

に関する基本的な方針や目標（適応水準・適応

時期）等を定めた計画。 

港湾法 

第 51 条の６ 

第１項 

防護ライン 

高潮・高波及び津波による浸水から陸域を防護

するための堤防や護岸、水門・陸閘等の海岸保

全施設の法線。 

 

堤外地 

防護ラインを境界として海側の区域。  

港湾では、堤外地に多くの機能や施設があり、

産業基盤やエネルギー基盤、流通基盤等も集積

している。また、旅客船ターミナルや商業施設

などが立地している港湾もある。  

 

堤内地 防護ラインを境界として陸側の区域。   

高潮・高波 

台風等の強い低気圧発生時に、海面水位が上昇

するとともに波が高くなる現象であり、本ガイ

ドラインでは、「海面水位の上昇」及び「高波」

の現象を総称して「高潮・高波」と記載する。 

 

津波 

海底下の断層運動（地震）に伴って発生した海

底の地殻変動により押し上げられた海水が、四

方に広がっていく現象。 
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 184 

表  1-2 主な用語一覧（その２）  185 

 186 

  187 

 
3 津波浸水想定の設定の手引き Ver.2.11（2023 年 4 月）, 国土交通省 水管理・国土

保全局,海岸室 国土技術政策総合研究所 河川研究部 海岸研究室  
4 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告書  

用語 用語の意味等 備考 

レベル 2 相当の 

高潮・高波 

数百年～千年に一度発生する、施設設計外力を

超過する大規模な高潮・高波であり、本ガイド

ラインでは、「レベル 2 相当の高潮・高波」と定

義する。通常、防護ラインを超えて堤内地まで

浸水が生じる大きさの外力である。 

※ 本 ガ イ ド ラ

イ ン に お け る

定義 

レ ベ ル 2 津 波

（最大クラスの

津波） 

住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する

上で想定する津波であり、発生頻度は極めて低

いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最

大クラスの津波である。防護ラインを超えて堤

内地まで浸水被害が発生する。  

津 波 浸 水 想 定

の 設 定 の 手 引

き等 3,4 

レベル 2 相当の

外力 

「レベル 2 相当の高波・高潮」及び「レベル 2 津

波」を合わせて「レベル 2 相当の外力」と定義

する。 

※ 本 ガ イ ド ラ

イ ン に お け る

定義 

レベル 1 相当の 

高潮・高波 

施設設計外力に相当する高潮・高波であり、本

ガイドラインでは、「レベル 1 相当の高潮・高波」

と定義する。防護ラインより海側の堤外地にお

いて、海岸保全施設の天端高近くの高さまで浸

水が生じる大きさの外力である。 

※ 本 ガ イ ド ラ

イ ン に お け る

定義 

レベル 1 津波 

海岸保全施設等によって津波の内陸への浸入を

防ぐ上で想定する津波である。最大クラスの津

波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いもの

の大きな被害をもたらす津波である防護ライン

より海側の堤外地において、海岸保全施設の天

端高近くの高さまで浸水被害が発生する。  

東 北 地 方 太 平

洋 沖 地 震 を 教

訓とした地震・

津 波 対 策 に 関

す る 専 門 調 査

会報告書等 

レベル 1 相当の

外力 

以下に示す「レベル 1 相当の高波・高潮」及び

「レベル 1 津波」を合わせて「レベル 1 相当の

外力」と定義する。 

※ 本 ガ イ ド ラ

イ ン に お け る

定義 

中・小規模の 

外力 

数年～数十年に一度発生する高潮・高波または

津波であり、本ガイドラインでは、これらを合

わせて「中・小規模の外力」と定義する。 

本 ガ イ ド ラ イ

ン 限 定 の 用 語

とする。 
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本ガイドライン中で使用する「外力」の定義  188 

本ガイドライン中で使用する「外力」の定義については以下のとおり。 189 

 190 

レベル 2 相当の外力 191 

数百年～数千年に一度の頻度で発生する、施設設計外力を超過する大規模な192 

高潮・高波や津波である。発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害193 

をもたらす外力で、住民等の避難を軸に、土地利用、避難施設、防災施設等のソ194 

フト対策との組合せにより、総合的な対策を行う必要がある。  195 

 196 

 197 

 198 

図  1-6 レベル 2 相当の外力のイメージ図（再掲）  199 

 200 

レベル 1 相当の外力 201 

レベル 1 相当の外力は、海岸保全施設の設計外力に相当する外力である。 202 

 203 

 204 

 205 

図  1-7 海岸保全施設の設計外力のイメージ図  206 

  207 
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中・小規模の外力 208 

中・小規模の外力は、数年～数十年に一度発生する高潮・高波または津波であ209 

り、レベル１相当の外力より規模の小さい外力である。  210 

 211 

 212 

図 1-8 中・小規模の外力のイメージ図（再掲） 213 

 214 

港湾計画で想定する外力 215 

港湾計画で想定する外力は、当該港湾全体の方針として、物流機能や産業活動216 

等の確保の観点から、目標とすべき適応水準を踏まえて設定する。港湾は堤外地217 

を有することを踏まえれば、海岸保全施設の設計外力と同等の「レベル 1 相当の218 

外力」や「中・小規模の外力」等を対象に設定することが想定される。 219 

 220 

 221 

 222 

図  1-9 港湾計画で想定する外力のイメージ図（未対策時の場合）  223 

 224 

協働防護計画に基づき措置する施設の設計外力（“施設で防護する外力”） 225 

協働防護計画に基づき措置する施設の設計外力（“施設で防護する外力”）は、226 

ふ頭単位等で設定する協働防護区域の港湾機能の確保の観点から設定する。詳227 

細については当該港湾の管理者、施設所有者、利用者等の関係者間の協議により228 

決定されるべきものであるが、港湾計画で想定する外力や、それより規模は小さ229 

いものの高頻度で発生する外力を対象に設定することが考えられる。“港湾計画230 
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で想定する外力”よりも小規模の外力を採用する場合には、これを超過する外力231 

にソフト面で対応する等、ハード面とソフト面の対策を組み合わせた検討が重232 

要となる。 233 

 234 

 235 

 236 

図  1-10 協働防護計画に基づき措置する施設の設計外力のイメージ図  237 

（“港湾計画で想定する外力”＝“施設で防護する外力”の場合）  238 

 239 

 240 

 241 

 242 

図  1-11 協働防護計画に基づき措置する施設の設計外力のイメージ図  243 

（“港湾計画で想定する外力”よりも小さい外力を“施設で防護する外力”に採用する場合）  244 

 245 
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第2章  協働防護による気候変動適応の流れ 246 

協働防護による気候変動適応の流れを以下に示す。 247 

①  港湾全体としての目標水準（海面水位の上昇量や台風の強度等の将来外力248 

及び将来外力への対応の基本的な考え方）を港湾計画に記載する。 249 

②  港湾計画の記載を踏まえ、施設の性能照査及びふ頭の脆弱性評価等を行っ250 

た上で、適応水準・適応時期及び対策内容の検討等を行い、協働防護計画251 

を作成する。この際、必要な協議を行うため、協働防護協議会を組織する252 

ことが可能である。 253 

③  協働防護計画に位置付けられた特定港湾施設の整備又は管理にあたり、い254 

わゆる承継効が付与される協働防護協定を締結し、港湾における気候変動255 

適応策の実施・運用枠組みの決定・継続性の担保を図る。なお、協働防護256 

協定に関しては、本ガイドラインとは別に、その解説等を作成する予定で257 

ある。 258 

  259 

 260 

 261 

図  2-1 協働防護計画の作成・運用フロー図  262 

  263 
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第3章  港湾計画 264 

港湾計画で規定する事項 265 

港湾計画の記載事項としての「特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関す266 

る事項」について 267 

港湾法第３条の３第３項の規定により、港湾計画には、特定港湾施設の高さ及268 

び機能の最適化に関する事項を記載することができるとされている。  269 

これを定める場合においては、港湾法施行令第１条の４第１号に規定する｢港270 

湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針｣（以下の［港271 

湾計画の方針］）において、気候変動による平均海面水位の上昇や台風の強度増272 

加に適切に対応していく等、気候変動への対応方針を記載することを想定して273 

いる。 274 

その上で、港湾法施行令第１条の４第６号に規定する｢その他港湾の開発、利275 

用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項｣において、「特276 

定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項」の項を設け、港湾全体の目標277 

水準（気候変動シナリオに応じた海面水位や想定する台風の強度等、当該港湾全278 

体に係る外力の目標水準とそれに対する基本的考え方）を規定することが望ま279 

しい。 280 

なお、前段落の特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項に係るも281 

ののみの変更については、港湾法第３条の３第 10 項に規定する軽易な変更とし282 

て取り扱うものとする。 283 

 284 

記載イメージ案 285 

港湾計画における記載イメージを以下に示す。 286 

 287 

［港湾計画の方針］ 

（記載例） 

●●港の港湾計画を実現していくにあたっては、気候変動による平均海面

水位の上昇や台風の強度増加に伴う潮位偏差・波高の増大に適切に対応して

いくことが重要である。そのため、当港の物流機能の確保の観点から、関係者

の連携と協働によって推進する協働防護の取組も踏まえ、施設の機能強化に

取り組む。 

 288 

 289 

［特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項］  

（記載例） 

●●港では、●●沿岸海岸保全基本計画等と整合を図り、気候変動に伴う外

力の変化として、海面水位について 2●●●年に●●cm の上昇を見込むとと
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もに、●●台風級（最低気圧●hPa）を見込むものとする。 

●●港に対し当該外力の変化が発生した場合においても、堤外地を含め、港

湾・産業機能が長期間にわたって停滞しないよう、防潮堤、護岸、胸壁の嵩上

げ等（「高さ」の最適化）を実施するとともに、流出防止柵の設置やコンテナ

固縛、貨物退避場所の確保等（「機能」の最適化）総合的な対策を行う。 

 290 

  291 
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第4章  協働防護計画における検討事項 292 

協働防護計画における外力の考え方 293 

港湾計画との整合性 294 

協働防護計画で対象とする外力は「特定港湾施設の高さ及び機能の最適化関295 

する事項」として港湾計画で想定する外力となる。 296 

この港湾計画で想定する外力は、港湾全体で共通して適用する外力であり、港297 

湾の規模によっては、ふ頭単位ごとにその外力による影響はさまざまであると298 

考えられる。そのため、地形条件等を踏まえ、ふ頭単位等で設定される協働防護299 

区域ごとに浸水想定シミュレーションを実施 5し、協働防護計画に位置付ける特300 

定港湾施設等毎に防護の対象とする水位の高さを設定する必要があることに留301 

意する。 302 

 303 

港湾計画で想定する外力との関係 304 

高潮・高波や津波の規模は、主に表 4-1 の通り分別される。 305 

「協働防護」の取組は、レベル 1 相当の高潮・高波等から陸域を防護する海岸306 

保全施設より海側のいわゆる堤外地を対象に推進するため、港湾計画及び協働307 

防護計画の対象とする外力は、レベル 1～中・小規模の高潮・高波や津波が主と308 

なる。 309 

例えば、港湾計画においてレベル１の高潮・高波や津波を防護の想定する外力310 

とした場合、堤外地が対象となる「協働防護」の取組において施設整備のみで完311 

全に防護することは困難な場合も想定される。このため、例えば図 4-1 及び表 312 

4-2 に示すように、“施設で防護する外力”は、“港湾計画で想定する外力”より313 

も小さい外力を設定し、超過する外力に対してはソフトで対応する等、ハード面314 

とソフト面の対策を組み合わせた検討が重要となる。 315 

なお、施設で防護する外力の検討にあたっては、少なくともこれまで同様の港316 

湾機能を維持するという観点から、現在気候の防護水準を維持可能な外力を設317 

定する（現行の防護水準を将来にわたって下げないことを目標とする）ことが考318 

えられる。 319 

いずれにせよ、協働防護計画には、ハード・ソフトの対策が記載可能であり、320 

後述する協働防護協議会での議論を経て、各地域の関係者の合意に基づき外力321 

設定がされることが望ましい。  322 

 323 

 324 

 
5 具体的には、港口からの波浪変形計算等を実施することとなる。詳細な実施方法に

ついては、参考資料（P.20）を参照。  
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 325 

図  4-1 協働防護計画における施設による防護対象とする外力の考え方  326 

 327 

 328 

表  4-1 高潮・高波及び津波の規模とその対応方針  329 

外力規模 発生頻度の目安 想定される被害 

想定最大規模 

（レベル 2 相当） 
数百年～千年に一度 

防護ラインを超えて堤内地

まで浸水被害が発生。 

大規模・ 

施設設計外力 

（レベル 1 相当） 

数十年～百数十年に一度 

防護ラインより海側の堤外

地において、海岸保全施設の

天端高近くの高さまで浸水

被害が発生。 

中・小規模 数年～数十年に一度 

堤外地において、大規模外力

よりも小規模な浸水被害が

発生。 

 330 

 331 

表  4-2 協働防護計画における“施設で防護する外力”の設定例  332 

協働防護計画における“施

設で防護する外力”の例 
考え方 

想定と同等の外力 

“港湾計画で想定する外力”と同等の外力を施設で防

護することで、港湾機能の維持・被害の低減を図る。

この場合、基本的には施設整備による対応を図ること

で港湾計画、協働防護計画における目標を達成可能。 

想定よりも小さい外力 

“港湾計画で想定する外力”よりも小規模かつ高頻度

で発生する外力を施設で防護する。 

これを超過する外力に対しては、貨物の退避やコンテ

ナ固縛等のソフト対策も組合せ、港湾機能の維持・被

害の低減を図る。 



16 

 333 

図  4-2 レベル 1 相当の外力及び対策時のイメージ例  334 

（“港湾計画で想定する外力”＝“施設で防護する外力”の場合）  335 

 336 

 337 

 338 

図  4-3 中・小規模の外力及び対策時のイメージ例（上：対策前  下：対策後）  339 

（“港湾計画で想定する外力”よりも小さい外力を“施設で防護する外力”に採用する場合）   340 

海岸法による防護ライン

堤内地堤外地

海岸保全施設

未対策時

海岸法による
防護ライン

堤内地堤外地

海岸保全施設

対策時

協働防護計画に基づき
措置する施設

協働防護計画
の防護ライン
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気候変動を考慮した“施設で防護する外力”の設定 341 

高潮外力には、①平均海面水位、②高潮潮位偏差、③波浪の要素が含まれる。342 

気候変動に伴い、①平均海面水位が上昇するとともに、②高潮潮位偏差及び③波343 

浪が増大することで、施設に作用する波力や、護岸・岸壁からの越波・越流の頻344 

度・規模が増大することにより、港湾施設の被災リスク及び背後地の浸水リスク345 

が増大する。 346 

一方、津波については断層運動に伴う海面の変動により生じるものであるた347 

め、気候変動により規模そのものは変化しないと考えられるが、①平均海面水位348 

が上昇することで、高潮と同様に施設被災・背後地浸水発生リスクは増大する。 349 

気候変動を考慮した①平均海面水位、②高潮潮位偏差、③波浪の設定方法につ350 

いては参考資料（P.5）を参照いただきたい。 351 

その際、外力の設定に当たり参照すべき気候変動シナリオは、「港湾における352 

気候変動適応策の実装方針」（令和６年３月１４日国土交通省港湾局公表）を踏353 

まえれば、２℃上昇シナリオ（RCP2.6）の平均値に上振れの可能性を考慮しつつ、354 

対象とする港湾に関連する海岸保全基本計画にも配慮した上で決定することが355 

望ましい。 356 

また、IPCC による世界的な気候変動予測については、これまで６回の評価報357 

告がなされており、今後も定期的にその時点の実績や最新の知見、予測技術に基358 

づき更新される見込みである。このため、協働防護計画作成時に採用した RCP シ359 

ナリオが、いつ時点の資料を根拠としているか、計画中に明記しておくのが望ま360 

しい 6。 361 

なお、燃料貯蔵施設やプラント等、重要度の高い施設が立地するコンビナート362 

等において、既に高い水準の施設整備が行われている場合には、他社と歩調を合363 

わせつつ、独自に高い防護目標を設定することを妨げるものではない。  364 

 365 

  366 

 
6 記載例：「IPCC 第 5 次評価報告書の RCP2.6 シナリオ」等。  
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気候変動に伴う浸水被害リスクの評価の検討 367 

収集・整理すべき資料等 368 

浸水リスク評価にあたり、既存施設の諸元や水深・地盤高の情報等を収集する。369 

詳細については、参考資料（P.17）を参照すること。 370 

 371 

気候変動を考慮した施設の性能照査  372 

施設の要求性能や性能照査の手法等を必要に応じ検討する。詳細は参考資料373 

（P.18）を参照すること。 374 

 375 

気候変動を考慮したふ頭等の浸水リスク評価  376 

浸水計算に用いる施設前面における外力の算定、浸水想定の手法等を検討す377 

る。詳細は参考資料（P.20）を参照すること。 378 

 379 

  380 
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協働防護区域の考え方（第 51 条の６第２項） 381 

協働防護区域の設定にあたっては、いわゆるふ頭等の既存の地区の考え方に382 

関わらず、未対策時における浸水範囲、浸水範囲内の土地利用状況等に応じて、383 

柔軟に設定することが望ましい。  384 

 385 

①  図 4-4 のように、未対策時に発生し得る、「連続した浸水範囲」の単位を386 

検討する。 387 

②  ①に加えて、港湾施設や企業 7の規模・配置の状況から、一連の施設群と388 

して形成されている場合等、作成主体である港湾管理者と施設所有者等が389 

連携して浸水の防止が必要と考える一団の範囲を設定することで、より広390 

範囲かつ安定的な防護が可能となる。 391 

 392 

 393 

図  4-4 連続した浸水範囲のイメージ図  394 

 395 

表 4-3 に、作成範囲のイメージを例示する。なお、協働防護区域の範囲とし396 

て、臨港地区内の区域を設定することに留意する。 397 

また、港湾管理者が異なる地区が隣接しており、「連続した浸水範囲」に複数398 

の港湾管理者が含まれる可能性がある場合、当該港湾管理者間で、浸水リスク評399 

価の条件等の調整を行うことも考えられる。 400 

  401 

 
7 例えば、倉庫、工場等。  

   ：連続した浸水範囲その１  
：連続した浸水範囲その２  
：連続した浸水範囲その３  
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表  4-3 協働防護計画の作成範囲イメージ図  402 

単一の浸水リスク範囲を有する地区  複数の浸水リスク範囲を有する地区  

  

複数の突堤型ふ頭が連なる地区  独立した人工島が連なる地区  

  

 403 

  404 

：浸水リスクを有する範囲
：協働防護計画作成範囲

：浸水リスクを有する範囲
：協働防護計画作成範囲

水路

：浸水リスクを有する範囲
：協働防護計画作成範囲

まとめて作成する
ことも可能

：浸水リスクを有する範囲
：協働防護計画作成範囲
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協働防護計画の対象となる港湾施設 405 

協働防護計画の最適化事業の対象となる特定港湾施設は、港湾法第３条の３406 

第３項及び港湾法施行規則第１条の 12 により、以下のとおり定められている。 407 

ただし、下記に記載のない施設についても、協働防護計画の実施に関し港湾管408 

理者が必要と認めたものは、協働防護計画に記載することができる（港湾法第 51409 

条の６第３項第６号）。 410 

例えば、協働防護計画の対象である荷さばき地や防潮堤の嵩上げといった浸411 

水対策を行う一方で、地盤が低い区域では、排水口部が海面以下となり、雨水排412 

水が困難となるため、嵩上げ等の対策と併せて、排水施設等を増設するなど雨水413 

排水対策を検討する必要があり、これらの排水施設等についても最適化事業の414 

対象となることが想定される。そのため、地形や排水系統によっては浸水の長期415 

化等の二次的な被害を招くリスクがあることから、こうした影響についても事416 

前にシミュレーション等で評価し、関係者間で共有しておくことも考えられる。 417 

 418 

・（外郭施設のうち）防潮堤、護岸、堤防又は胸壁  419 

・（係留施設のうち）岸壁、物揚場又は船揚場  420 

・（臨港交通施設のうち）道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道又はヘリポート  421 

・航行補助施設（航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設又422 

は港務通信施設） 423 

・荷さばき施設（固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地又は上424 

屋） 425 

・旅客施設（旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所又は宿泊所）  426 

・保管施設（倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場又は貯油施設）  427 

・船舶役務用施設（船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設428 

（港湾役務提供用移動施設を除く。）、船舶修理施設又は船舶保管施設）  429 

・港湾公害防止施設（汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯そ430 

の他の港湾における公害の防止のための施設） 431 

・廃棄物処理施設（廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄432 

物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設（港湾役務提433 

供用移動施設を除く。）） 434 

・（港湾環境整備施設のうち）緑地又は広場  435 

・港湾管理施設（港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理の436 

ための施設（港湾管理用移動施設を除く。））  437 

・移動式施設（移動式荷役機械又は移動式旅客乗降用施設）  438 

・（港湾役務提供用移動施設のうち）船舶のための給水及び動力源の供給並びに439 

廃棄物の処理の用に供する車両  440 

 441 

  442 



22 

協働防護協議会の構成員（第 51 条の７第２項） 443 

港湾管理者は、協働防護計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、協444 

働防護計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者や関係地方公共団445 

体等を構成員とする協働防護協議会（以下「協議会」という。）を組織すること446 

ができる。港湾における気候変動適応を推進するにあたっては、多様な関係者が447 

存在するが、主要な構成員として、協働防護計画の作成者である港湾管理者、施448 

設所有者、港湾所在市町村、学識経験者 8及び港湾利用者 9等を想定するほか、こ449 

れらにかかわらず幅広い関係者の声を反映するため参加者を検討することがで450 

きる。特に、協働防護協定に参加することが見込まれる事業実施主体以外の関係451 

者 10についても、港湾管理者が必要と認める者として、協議会にあらかじめ構成452 

員として位置づけておくことが適当である。想定される協働防護協定の締結主453 

体については、「協働防護協定の手引き」を参照されたい。また、必要に応じて454 

国を協議会の構成員とすることもでき、また、国を協議会の構成員としない場合455 

においても、国は協議会の求めに応じて必要な助言を実施し、協働防護計画の作456 

成を支援する枠組みとなっている。 457 

 458 

 459 

図  4-5 協議会の構成員例  460 

 461 

 462 

 463 

 
8 大学・研究機関等の研究者、地域気候変動適応センターの職員等を含む。  
9 船会社、港湾運送事業者、立地企業、主要荷主、港湾関係の労働者の代表等を含

む。  
10 最適化事業により、災害時の浸水被害やコンテナ流出による物損被害などが軽減

される可能性がある関係者等。  
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協議会の役割・枠組 464 

協議会は、様々な関係者の声を丁寧に聞き、適応水準・適応時期、必要となる465 

事業等について関係者間の合意形成を図るため、港湾管理者によって組織され466 

る場である。協議にあたっては、公共、大企業に加えて、中小企業が置かれてい467 

る現状等にも十分配慮しながら進めることが重要である。  468 

また、協議会が組織されていない場合においては、施設所有者であって最適化469 

事業を実施し又は、実施しようとする者等は港湾管理者に対して協議会を組織470 

するよう要請することができる。要請を受けた港湾管理者は、当該要請に基づき471 

協議会を組織するか否かについて検討を加え、その結果を要請者に通知するこ472 

ととなる。（第 51 条の７第３項） 473 

協議会を組織した後、港湾管理者は遅滞なく公表する必要があり（第 51 条の474 

７第５項）、協議会の構成員に含まれていない最適化事業を実施し又は実施しよ475 

うとする者は、協議会を組織する港湾管理者に対して、自己を協議会の構成員と476 

して加えるよう申し出ることができる（第 51 条の７第６項）。申出を受けた港湾477 

管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じる必要がある。（第 51478 

条の７第７項） 479 

港湾管理者が協議会において協議を行う際には、あらかじめ協議会の構成員480 

に当該協議を行う事項を通知する必要があり、通知を受けた構成員は正当な理481 

由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じる必要がある。（第 51 条482 

の７第９項） 483 

協議会での議論を通して協働防護計画を作成した時は、港湾管理者は遅滞な484 

くこれを公表する必要がある。 11（港湾法第 51 条の６第８項） 485 

  486 

 
11 協働防護計画の公表については、「5－7 協働防護計画作成にあたっての手続き

等」にも類似の記載あり。  
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適応時期及び時期に応じた適応水準 487 

既往施設の設計外力や海岸保全施設の設計外力等を総合的に勘案した上で設488 

定した外力に対応するよう、各施設で共通の適応時期を設定するとともに、適応489 

時期に応じた適応水準 12を設定する。 490 

具体的には以下の手順を参考に検討する。 491 

 492 

①  4-3-3 で求めた外力（及び時期）による浸水想定等を基に協働防護計画に493 

おける“施設による防護の対象外力”（及び時期）を設定する。その外力494 

の設定にあたっては、表 4-4 及び表 4-5 を参考に設定することができる。 495 

②  ①で設定した外力（及び時期）に対して、所要の適応水準を確保可能とな496 

る施設法線（協働防護計画で新たに設定）及び構造諸元（天端高）等を検497 

討する。 498 

③  ①において、“港湾計画で想定する外力”よりも小さい外力を“施設によ499 

る防護の対象外力”に設定した場合には、②で決定した対策の実施後にお500 

ける浸水計算を実施し 13、浸水箇所におけるソフト対策の内容を検討する。 501 

④  対象外力が将来に渡り経年変化することを踏まえ、現在の天端高を越えな502 

い時期までに事前適応策を実施するか、もしくは順応的適応策の考え方を503 

用いて、適応時期及び時期に応じた適応策を実施するかを検討する。 504 

 505 

協働防護計画では、海岸保全施設の設計外力よりも小さい外力を対象とする506 

場合も考えられ、その場合、相対的に越流・越波が生じやすくなる。そのため、507 

必要に応じて、防潮堤や胸壁等を粘り強い構造形式とすることについて検討す508 

ることも重要である。 509 

また、協働防護計画の防護ラインを設定する際には、水際線の浸水を許容可能510 

な範囲 14においては、その防護ラインを水際線より一定程度陸側に設定すること511 

で、護岸等の天端高を低く抑えられ得ることをふまえて検討することも重要で512 

ある（図 4-6 参照）。 513 

  514 

 
12 設定した外力に対し許容可能な越波流量や背後地浸水深等。  
13 例えば、施設で防護する外力を、港湾計画で想定する外力よりも小さい外力で設

定した場合で、その外力を防ぐために護岸等の嵩上げを行った場合、港湾計画で設定

した外力が来襲すると、護岸を超えることとなる。その際の対策を検討するためには

浸水計算が必要となる。なお、護岸の越波流量がごくわずかの場合は、改めての浸水

計算を実施しなくても良い場合もあると考えられる。  
14 例えば、荷役形態から貨物が存置されない荷捌き地などの範囲。  
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 515 

 516 

図  4-6 防護ラインの位置に応じた施設所要天端高の変化イメージ例  517 

 518 

表  4-4 適応水準の設定例  519 

適応水準の考え方 適応水準確保の評価方法（例） 

現在と同程度の防護水準を確保する。 

現在と将来において、代表地点の浸水深が同

程度となるように、対策内容を決定（参考資

料「5-9 作成例」を参照）。 

主要施設の被害を防止する。  

主要施設 15で被害が発生する浸水深の閾値

（例えば参考資料「表 2-5」を参照）以下と

なるように、対策内容を決定。  

施設・資産被害額が一定以下となるよ

うに防護する。 

浸水深分布に基づき、企業が自らの所有する

施設・資産被害額を推定した上で、被害額が

一定以下となるように、対策内容を決定。  

 520 

表  4-5 主要施設の被害を防護する場合の適応水準の設定イメージ 521 

施設所有者 施設名称 適応水準（例） 
施設前面外力 

（水際線の水位等） 

整備完了 

時期 

〇〇県 〇〇護岸 ✓ 施設 A の浸水深

が●m 以下 

✓ 施設 B の浸水深

が●m 以下 

✓ 施設 C の浸水深

が●m 以下 

D.L.+●m 20●年 

□□社 □□護岸 D.L.+■m 20■年 

△△社 △△岸壁 D.L.+▲m 20▲年 

  522 

 
15 主要施設としては、ガントリークレーン等物流機能の確保のために必要な施設や

車両等の漂流・流出すると港湾機能・物流機能に影響を及ぼす施設がある。詳細は、

参考資料表２－５を参照されたい。  
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対策例 523 

協働防護のイメージ 524 

協働防護のイメージを以下に示す。 525 

 526 

 527 

図  4-7 港湾における気候変動に伴う被災リスクの増大に対する防護方策概要  528 

 529 

災害から「守る」 530 

主にインフラ面を中心とした防護機能の強化を通じて港湾を災害から守る対531 

策を以下に示す。 532 

 533 

   1) 防護機能の強化［国・港湾管理者・民間企業が実施］  534 

✓ 防潮堤・護岸等の整備・嵩上げ  535 

✓ 胸壁・陸閘等の整備・嵩上げ  536 

✓ 用地の嵩上げ 537 

✓ 水門・陸閘等の自動化 538 

 539 

   2) 浸水被害の軽減［港湾管理者・民間企業が実施］  540 

✓ 電源設備の嵩上げ 541 

✓ コンテナの固縛 542 

✓ 流出防止柵の設置 543 

 544 

災害から「逃れる」 545 

避難体制の強化を通じ、来訪者や作業員の安全を確保し、港湾を災害から守る546 

対策を以下に示す。 547 
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 548 

   1) 避難体制の強化［国・港湾管理者・民間企業が実施］  549 

✓ ハザードマップや危険箇所マップの作成  550 

✓ 総合的な避難訓練の実施 551 

 552 

   2) 防護エリアの集約化［国・港湾管理者・民間企業が実施］  553 

✓ 老朽化した施設の用途廃止や再編・高度化による港湾機能の集約・防災機554 

能の向上 555 

 556 

災害時に「助け合う」 557 

港湾関係者一体となった相互連携・相互支援の強化を通じて、港湾を災害から558 

守る対策を以下に示す。 559 

 560 

   1) 災害発生時・発生後の被害軽減策の作成［国・港湾管理者・民間企業が実施］  561 

✓ タイムラインの考え方を取り入れた港湾 BCP の作成 562 

✓ 災害時応援協定の締結 563 

✓ 施設協定の締結 564 

  565 
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協働防護計画で対象とする施設整備による対策例  566 

協働防護計画で対象とする施設整備による対策例を表 4-6 に示すとともに、567 

対策のイメージ・実績例を次頁以降に示す。計画の作成に当たっては、供用状況568 

や荷役形態等に応じて、関係者間の合意形成が可能な対策を選定する。また、コ569 

ンテナの固縛等の対策の位置づけにあたっては、作業員の安全の確保にも配慮570 

すること。 571 

 572 

表  4-6 施設整備による気候変動対策例  573 

対策の分類 対策内容 

防護機能の強化 

防潮堤・護岸等の整備・嵩上げによる背後地の浸水の防護  

胸壁・陸閘等の整備・嵩上げによる背後地の浸水の防護  

用地の嵩上げによる浸水の防護  

浸水被害の軽減 

電源設備の嵩上げによる浸水被害の軽減  

コンテナの固縛による流出の防止  

流出防止柵の設置による貨物流出の防止  

貨物退避所の整備による浸水被害・流出の防止 

臨港道路等の臨港交通施設の嵩上げによる浸水被害防止・港湾

物流機能の維持 

 574 

 575 

  576 
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表  4-7 岸壁等の嵩上（新規整備時・既設改良時）  577 

イメージ・

事例 

 

 

長所 
✓ 改良後は荷役活動等への影響は生じにくい。  

✓ 配管を再整備すれば雨水排水が可能である。 

短所 

✓ 供用期間中の改良は困難であるため、一時的に作業ヤード等の移転

が必要となる可能性がある。 

✓ 水位上昇が顕在化するまで、低潮位時のオペレーションに影響が生

じる可能性がある。 

 578 

  579 
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表  4-8 防潮壁の設置  580 

イメージ・

事例 

 

 

長所 
✓ 国内外で整備実績がある。 

✓ 供用中の岸壁でも移転等の対応は不要である。 

短所 

✓ 設置位置によっては荷役活動等へ影響する可能性がある。 

✓ 船舶離着岸に係る作業性が悪化する可能性がある。 

✓ 排水口部が海面以下となる場合、ポンプ等による雨水排水対策が必

要となる。 

 581 

  582 

ハンブルク港の事例  神戸港の事例 高松港の事例 
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表  4-9 電源設備の嵩上  583 

イメージ・

事例 

 

電源設備嵩上事例の出典：港湾における大規模地震・津波対策 (R2.3 国土交通省) 

ガントリークレーンの浸水対策の出典：国土交通省  近畿地方整備局 高潮対策

の進捗状況（阪南港助松地区）  

長所 ✓ 重要施設の電源喪失を防護可能である。 

短所 ✓ 既存施設の電源嵩上は困難な場合がある。  

 584 

  585 
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表  4-10 漂流物対策施設整備  586 

イメージ・

事例 
 

出典：港湾の事業継続計画策定ガイドライン（改訂版） 

 

出典：津波漂流物対策施設設計ガイドライン（平成 26 年 3 月） 

長所 
✓ コンテナ等の漂流物の港湾区域もしくは背後地への流出を防護し、

航路の機能及び背後地域の被害軽減等が可能である。 

短所 ✓ 背後地の浸水規模そのものは低減できない。 

 587 

  588 

須崎港の事例 釧路港の事例 
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暫定対策 589 

前項に示す施設整備が完了するまでの暫定対策例を以下に示す。  590 

 591 

表  4-11 土のうの設置  592 

イメージ・

事例 

 

 

  

出典：港湾における高潮・高波被害軽減のための土のう設置事例集  

 ～港湾 BCP 直前予防対策 参考資料～ 

長所 ✓ 浸水に対し脆弱となる箇所を応急的に防護可能である。 

短所 

✓ 一般的な土のうの耐用年数は 1～3 年程度であり、定期的な更新が必

要となる。 

✓ 越波・越流が大規模である場合には、土のうが被災することにより背

後地が浸水する可能性がある。  

 593 

  594 

和歌山下津港雑賀崎地区の事例 
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表  4-12 コンテナの固縛  595 

イメージ・

事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：台風来襲時の蔵置コンテナ等の安全対策の実施事例集  ver.1.0 

長所 ✓ 浸水によるコンテナの漂流を防止可能である。 

短所 
✓ 事前に浸水が予測される場合のみ対応可能である。  

✓ 浸水規模そのものは低減できない。  

 596 

表  4-13 避難対策・訓練  597 

イメージ・

事例 

 

 

出典：港湾の津波避難対策に関するガイドライン  

長所 
✓ 施設整備完了前や防護レベルを超過する外力に対し、人的被害を軽

減可能である。 

短所 ✓ 浸水による施設被害は低減できない。  

 598 

  599 

博多港の事例 
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第5章  協働防護計画の記載内容について 600 

 601 

前章で検討した協働防護計画の作成対象範囲における浸水被害リスクの評価602 

結果及び対策案の検討結果を踏まえて、協働防護計画を作成する。以下に、協働603 

防護計画中に示すべき事項の概要を示す。  604 

 605 

協働防護区域の位置及び区域（第 51 条の６第３項） 606 

協働防護区域の位置及び区域を計画中に記載する。記載に当たっては、別途図607 

面等を添付することにより示すこともできる。 608 

 609 

（記載イメージ例） 610 

協働防護区域は○○港○○地区に位置し、別図に○○港協働防護区域と611 

して図示する区域とする。 612 

   613 

 614 

 615 

 616 

 617 

 618 

 619 

 620 

 621 

 622 

図  5-1 協働防護区域の位置及び区域の記載イメージ図  623 

  624 

：浸水リスクを有する範囲
：協働防護区域

協働防護区域 
●●港 
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基本的な方針・目標（第 51 条の６第３項第１号及び第２号） 625 

特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する基本的な方針 626 

当該協働防護区域の概要、当該協働防護区域の特性を踏まえた気候変動に伴627 

う高潮等の激甚化への対応の必要性、港湾計画における港湾全体の目標水準、そ628 

れらを踏まえた取組方針等を記載する。  629 

 630 

（記載イメージ例） 631 

・当該協働防護区域の概要 632 

当地区には○○港コンテナターミナルが立地するほか、輸入・輸出自動車、化633 

学物質、金属スクラップ等を取り扱うふ頭が所在している。さらに、これらの貨634 

物を取り扱う運送事業者の事業所や倉庫、自動車取扱拠点、製鉄工場等も立地す635 

る、○○地域の経済を支える重要な地区である。  636 

平成○○年台風○○号では、高潮によりコンテナターミナルからコンテナが637 

海域に流出したほか、ふ頭内において保管されていた自動車にも浸水等の被害638 

が生じた。 639 

 640 

・当該協働防護区域の特性を踏まえた気候変動に伴う高潮等の激甚化への対応641 

の必要性 642 

当地区ではコンテナ・完成自動車等、高価かつ高潮により流出しやすい貨物が643 

多く取り扱われている。これらの貨物が流出した場合、当該貨物の価値損失のみ644 

ならず、航路閉塞により船舶の入出港に影響が生じかねない等港湾機能に対す645 

る影響が極めて大きいことから、対策が必要である。  646 

 647 

・港湾計画における港湾全体の目標水準  648 

気候変動に伴う外力の変化として、海面水位について 2●●●年に●●cm の649 

上昇を見込むとともに、●●台風級（最低気圧●hPa）を見込むものとする。 650 

当該外力の変化が発生した場合においても、港湾・産業機能が長期間にわたっ651 

て停滞しないよう、総合的な対策を行う。  652 

  653 
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 654 

 655 

 656 

 657 

 658 

 659 

 660 

 661 

 662 

 663 

 664 

 665 

 666 

 667 

 668 

 669 

 670 

  671 

・これらを踏まえた取組方針  

 そのため、ハード対策・ソフト対策を以下のとおり効果的に組み合わせ、

最大の効果の発現を目指す。 

＜ハード対策（外郭施設等の整備）＞ 

 ・〇年に 1 度発生する高潮に対応可能な構造を有する防潮堤、護岸、胸

壁等の特定港湾施設を整備する。  

＜ハード対策（その他の設備の整備等）＞  

・固定式コンテナ流出防止柵の整備を推進する。また、固定式の整備が困

難な区間については、移動式コンテナ流出防止柵の備蓄を行う。  

 ・ガントリークレーンの電源設備のかさ上げを実施する。 

 ・完成自動車を避難させるための高台、立体駐車場を整備する。  

＜ソフト対策＞  

・台風襲来時にはコンテナの固縛を行う。  

 ・台風襲来時には完成自動車を高台又は立体駐車場に移動する。  

 ・台風襲来時には陸閘を適切に操作する。  
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協働防護計画の目標 672 

採用する気候変動シナリオ、施設で防護する対象外力、防護目標、目標時期等673 

を記載する。なお、記載にあたっての参考にすべき事項は表 5-1 にまとめてい674 

る。 675 

 676 

（記載イメージ例） 677 

表  5-1 協働防護計画の目標に関する記載項目例  678 

記載項目例 項目内容の記載例 備考 

採用する 

気候変動 

シナリオ 

2℃上昇シナリオ（RCP2.6）の 

上位値 

 

IPCC 第 5 次報告書・第 6 次報告書、

港湾計画、海岸保全基本計画等を勘

案し、気候変動シナリオ及び目標の

時期を設定。 目標時期 

20●●年 

港湾計画に記

載した外力 

●年に 1 度発生する高潮・高波 過去に発生した既往災害の規模や

頻度、既往施設の設計外力、周辺海

岸保全施設の設計外力等を総合的

に勘案して設定。 

施設で防護す

る外力 

●年に 1 度発生する高潮・高波 過去に発生した既往災害の規模や

頻度、既往施設の設計外力、周辺海

岸保全施設の設計外力等を総合的

に勘案して設定。 

施設で防護す

る外力に対す

る防護目標 

（適応水準） 

対象とする外力による浸水を以下

に抑制可能な水準を確保。 

✓ ガントリークレーン法線部：浸

水深●m 以下 

✓ □□ヤード：浸水深●m 以下 

✓ △△建屋：浸水深●m 以下 

主要施設や貨物等の損傷・流失等が

発生する閾値以下に各地点の浸水

深を抑制する等の考え方で設定。 

港湾計画に記

載した外力に

対するソフト

対策 

対象とする外力による浸水に対し、

以下の措置を講じ、被害を軽減。 

✓ 電源設備の嵩上げ：●m 以上 

✓ 移動式流出防止柵の確保 

✓ 止水板の確保 

✓ 現場作業員、警備員の退避の基

準、退避場所の確保 

ハード面の対策を超える外力に対

し、地域防災計画や港湾 BCP 等も踏

まえ、設定。 

 679 

  680 
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目標を達成するために行う特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に資681 

する事業並びにその実施主体に関する事項（第 51 条の６第３項第３号） 682 

協働防護計画の目標を達成するために必要となる事業及び実施主体等を記載683 

する。 684 

なお、特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に資する特定港湾施設以外の整685 

備事業について記載可能である。  686 

また、協議会の構成員に含まれていない最適化事業を実施し又は実施しよう687 

とする者においても、協議会を組織する港湾管理者に対して、自己を協議会の構688 

成員として加えるよう申し出ることができるため、協働防護計画に記載された689 

最適化事業を実施した場合に期待される効果（当該事業の実施により浸水範囲690 

が縮小することが分かるイメージ図等）について記載することが望ましい。 691 

 692 

（記載イメージ例） 693 

表  5-2 協働防護計画の目標を達成するために必要となる事業及び実施主体の記載例  694 

実施主体 必要となる事業の記載例※ 備考の記載例 

〇〇県 

〇〇護岸の嵩上（D.L.+●m） 20●年を目途に整備 

〇〇防潮壁の設置（D.L.+●m） 20●年を目途に整備 

流失防止柵の設置 20●年を目途に整備 

所有施設の維持管理 ●年に 1 回点検実施 

□□社 

□□護岸の嵩上（D.L.+ ■m） 20■年を目途に整備 

所有施設の維持管理 ■年に 1 回点検実施 

高潮警報発令時の木材の固縛 ■年に１回訓練実施 

△△社 
△△防潮壁の設置（D.L.+ ▲m） 20▲年を目途に整備 

所有施設の維持管理 ▲年に 1 回点検実施 

※表中の数値（D.L.+●m）は、施設前面の外力（水際線の水位等）を示す。  695 

  696 
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達成状況の評価に関する項目（第 51 条の６第３項第４号） 697 

協働防護計画の目標を達成するための必要事業については、年に 1 回程度、定698 

期的に協議会を開催し、表 5-4 に示すようなバーチャートを作成する等により、699 

全体の進捗状況を適宜確認するのが望ましい。 700 

また、個別の施設については、例えば以下のような評価項目を作成し、達成状701 

況を整理するのが望ましい。  702 

 703 

（個別施設の評価項目の記載イメージ例） 704 

表  5-3 達成状況の評価項目の記載例  705 

✓ 実施主体：〇〇県 

✓ 事業内容：〇〇護岸の嵩上（D.L.+●m）※ 

✓ 整備目標年次：20●年度末 

※数値（D.L.+●m）は、施設前面の外力（水際線の水位等）を示す。 

 706 

評価項目 達成状況 備考の記載例 

測量調査等の実施 終了  

施設設計の実施 
実施中、20●年度に完了予定 □□社と取付位置の構造

について調整の必要有。 

施設の築造 20●年度～20●年度に実施予定  

707 
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（必要事業の全体進捗状況の記載イメージ例） 708 

 709 

表  5-4 事業達成状況確認のためのバーチャート例  710 

 711 

 712 

確認日：2035年4月1日

※表中の数値（D.L.+●m）は、施設前面の外力（水際線の水位等）を示す。

実施主体 事業名・事業内容 目標時期

〇〇県

□□社

進捗状況

全延長〇mのうち、〇mまで整備完了

予定通り完了見込。

設計実施中

全延長〇mのうち、〇mまで整備完了

2036年に完成見込。

計画通り実施中

全延長〇mのうち、〇mまで整備完了

2042に完成見込。

計画通り実施中

共通

土のう備蓄（応急対応用） 3年に1回

防災訓練 1年に1回

2033年に更新

計画通り実施中

年度

2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080

5年に1回

2040年

△△社

所有施設の維持管理

□□護岸の嵩上（D.L.+ ■m）

所有施設の維持管理

△△防潮壁の設置（D.L.+ ▲m）

所有施設の維持管理

5年に1回

2045年

5年に1回

設計実施中

計画通り実施中

〇〇護岸の嵩上（D.L.+●m）

〇〇防潮壁の設置（D.L.+●m）

流失防止柵の設置

2040年

2045年

2035年

2035年

：当初計画

：実績

：実施予定
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計画期間（第 51 条の６第３項第５号） 713 

協働防護計画が整合を図るべき港湾計画は、概ね 10～15 年程度を目標に設定714 

されている。また、IPCC による世界的な気候変動予測については、これまで６715 

回の評価報告がなされており、今後も定期的にその時点の実績や最新の知見、予716 

測技術に基づき、評価報告される見込みである。我が国においても、「日本の気717 

候変動 2020」 に引き続き「日本の気候変動 2025」が公開され、気候変動予測718 

の定期的な更新が想定される。前段にも示した通り、気温上昇シナリオには楽観719 

的シナリオから悲観的シナリオまで多様な想定がなされており、それによる将720 

来の平均海面水位上昇量や潮位偏差・波高の増大量の予測値も不確実性を有し721 

ている。 722 

以上を踏まえ、協働防護計画の計画期間としては、概ね 10～15 年程度とする723 

ことが考えられる。 724 

また、気候変動に関する最新の知見や定期的なモニタリングによる外力の変725 

動傾向、当該港湾・ふ頭における被災実績、今後の企業活動の見通し等を総合的726 

に勘案し、協働防護計画の防護目標や、目標を達成するための対策等について、727 

定期的に見直しを行うことが考えられる。 728 

 729 

（記載イメージ例） 730 

・本計画の見直しについて 731 

本計画は、●●年に改訂された港湾計画、及び●年に公表された IPCC 第●次732 

報告書の RCP2.6 シナリオに基づく将来の気候変動予測結果を基に作成したもの733 

である。 734 

今後、港湾計画については前回改訂時に設定した目標年次である●●年頃を735 

目標に設定されている。また IPCC による世界的な気候変動予測についても定期736 

的に更新される見込みである。  737 

以上を踏まえ、次回港湾計画改訂が想定される●年頃を目途に、その時点で最738 

新の気候変動に関する知見や、本協働防護区域周辺の外力の変動傾向等を踏ま739 

えて、再度見直しを行うことを想定する。   740 
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その他必要な事項（連絡体制、訓練の実施等）（第 51 条の６第３項第６741 

号） 742 

協議会構成員及びその他必要に応じて連絡すべき関係者への連絡が滞りなく743 

行えるよう、港湾管理者を中心とした連絡体制を構築しておくことが望ましい。 744 

また、高潮・高波や津波により協働防護計画の作成対象範囲内で被害が発生す745 

る場合に備え、機能回復に向けた連携が図られるよう、緊急時における連絡体制746 

等についても構築するとともに、高潮・高波に対してはコンテナの固縛や車両の747 

移動等の応急時対策、津波に対しては緊急避難等、災害事象に応じた訓練を事前748 

に関係者全体で行っておくのが望ましい。 749 

なお、当該事項においては、特定港湾施設でなくとも港湾管理者が協働防護に750 

必要と認めるものであれば、記載可能である。 751 

 752 

（記載イメージ例） 753 

・緊急時における連絡体制の構築について  754 

緊急時の連絡体制は以下の通りとする。 755 

 756 

緊急時連絡体制表の例 757 

 758 

 759 

・防災訓練の実施について 760 

年に 1 回、災害時に備えた防災訓練を実施する。訓練の実施責任者は港湾管理761 

者とし、参加者は本協働防護協議会への構成員全員を基本とする。訓練実施内容762 

は以下の通りとする。 763 

・高潮・高波に対するコンテナ固縛・車両移動等の応急時対策訓練  764 

・津波に対する緊急避難訓練   765 

港湾管理者

●-●●-●●

〇〇株式会社

●-●●-●●

△△株式会社

●-●●-●●

□□株式会社

●-●●-●●

××事務所

●-●●-●●

…

●-●●-●●

…

●-●●-●●

…

●-●●-●●

…

●-●●-●●

…

●-●●-●●

…

●-●●-●●

…

●-●●-●●

…

●-●●-●●
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協働防護計画作成にあたっての手続き等（第 51 条の６第４～８項） 766 

協働防護計画を策定する際には、法令に従い、以下の手続が必要となる。 767 

 ・工事の許可の特例 768 

協働防護計画に第 51 条の６第４項に掲げる許可を要する行為に関する769 

事項を定めた場合には、当該計画の公表をもって許可があったものとみな770 

すこととなる（第 51 条の８）。そのため、あらかじめ当該事項が当該許可771 

の基準に適合しているか十分な確認を行う必要がある。  772 

・公聴会の開催 773 

当該協働防護計画に係る協働防護区域に利害関係を有する者が位置及774 

び区域に関する意見を述べることができるように、公聴会を開くことが求775 

められる。公聴会の開催にあたっては、協働防護区域の位置及び区域並び776 

に公聴会の期日及び場所をあらかじめ公告する必要がある。   777 

・協働防護協議会での協議 778 

協働防護協議会が組織されている場合においては、当該協議会における779 

協議が必要となる。 780 

 ・施設所有者等の同意 781 

協働防護計画に、最適化事業（護岸の嵩上げ、コンテナの固縛等の事業）782 

を位置づける場合は、当該事業の実施主体の同意を得なければならない。 783 

 ・協働防護計画の公表及び国土交通大臣並びに施設所有者等への送付  784 

協働防護計画の作成後、港湾管理者の HP 等において公表するとともに、785 

国土交通大臣及び事業の実施主体への送付が必要となる。加えて、協働防786 

護区域内の見やすい場所（一団の土地の入口や区域が面する道路等、公衆787 

が容易に認識できる場所）に掲示する必要がある。 788 

 789 

なお、これらの手続については、協働防護計画を変更する場合も、同様に790 

行うことが必要である。 791 

 792 

参考資料 793 

協働防護計画の根拠 16となる資料を参考資料として添付し、関係者が適宜確認794 

できるようにしておくのが望ましい。 795 

  796 

 
16 適応水準・時期、防護方策等。  
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第6章  その他 797 

参考となる資料 798 

令和６年３月に公表された「港湾における気候変動適応策の実装方針」を踏ま799 

えて、令和６年４月に「港湾の施設の技術上の基準」が改訂されており、気候変800 

動に関連して以下の提示が行われている。 801 

✓ 気候変動により設計供用期間に渡って変化する外力に対する設計時の考802 

え方の提示 803 

✓ 気候変動により変化する外力として「平均海面水位」「潮位偏差」「波浪」804 

における将来外力を推計する手法の提示  805 

✓ 「協働防護」による港湾の気候変動適応の推進についての提示  806 

✓ 気候変動適応策として具体的な対策工法の考え方等の提示  など 807 

 808 

施設の性能照査に当たっては、改訂された港湾基準に示された手法や考え方809 

に基づき、検討を行うことができる。  810 

 811 

気候変動を取り巻く財務情報開示 812 

民間企業においては、 2017 年に TCFD（ Task Force on Climate-related 813 

Financial Disclosures：気候関連財務情報開示タスクフォース）が市場の効率814 

性と経済の安定性及び回復性を高めるため、気候変動が組織に影響を及ぼすリ815 

スクの透明性を向上させる必要性についてとりまとめた提言（ TCFD 提言）に端816 

を発して、気候変動による自組織へのリスクや機会を考慮した経営戦略の開示817 

を求められる動きが加速している。  818 

2021 年には国際会計基準（IFRS）の策定を担う民間団体である IFRS 財団が国819 

際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設立し、2023 年６月には TCFD 提言を820 

踏まえた民間企業のサステナビリティ開示基準である IFRS S1 号（サステナビ821 

リティ全般的要求事項）及び S2 号（気候関連要求事項）が公表された。これを822 

受けて、我が国においても SSBJ（サステナビリティ基準委員会）による開示基823 

準の検討が進められており、2024 年３月に日本国内におけるサステナビリティ824 

開示基準である SSBJ 基準の公開草案が公表された。SSBJ 基準については、東証825 

プライム市場上場企業を対象として開発されており、時価総額が３兆円以上の826 

企業から、早ければ 27 年３月期より有価証券報告書への適用義務化に向けて検827 

討が進められている。 828 

以下に、TCFD 提言を受けた民間企業における気候変動に対する取組状況の一829 

例を示す。 830 

 831 

 832 

 833 

 834 
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表  6-1 民間における気候変動に対する取組状況の一例  835 

 836 
 837 

取り組みを進める際に活用できる制度・支援策 838 

協働防護計画作成費補助金 839 

補助制度の要件 840 

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、官民の港湾施設が存在す841 

る区域を対象とする協働防護計画の作成が対象となる。補助対象事業者は港湾842 

管理者となる。 843 

ただし、港湾計画への「港湾計画の方針」、「特定港湾施設の高さ及び機能の最844 

適化に関する事項」の記載を目的とした、港湾全体としての目標水準（海面水位845 

の上昇量や台風の強度等の将来外力及び将来外力への対応の基本的な考え方）846 

の設定に要する費用は対象とならないため、留意が必要である。 847 

 848 

補助制度の内容 849 

協働防護計画の作成に必要となる、気候変動を考慮した施設の性能照査、浸水850 

想定の作成、及び適応水準や適応時期に係る共通の目標の決定等に要する費用851 

（測量設計費、報償費、使用料及び賃借料）が補助対象となる。 852 

同費用に対し、１／２まで補助を受けることが可能である。  853 

 854 

 855 

開示媒体開示内容の概要
対象とした

物理的リスク
業種・業態等

統合報告書• 最も影響が大きい自然災害として、台風時の高潮を特定。

• 臨海部に位置する自社製造拠点において、防潮堤の嵩上げを実施。嵩上げにあたっ

ては、15年・30年確率での波高を考慮して嵩上げ高を設定。加えて、整備に要した

材料費・運搬費・労務費等の合計金額も合わせて開示。

• 立地する県で新たに見直しが行われた高潮浸水想定区域の基準を踏まえて、台風

襲来時の高潮による冠水被害を想定し、台風のコースや大きさの感度分析を実施。こ

れを踏まえ、当該製造所での防護基準を設定し、現状の防潮堤の高さと必要な高さ

を比較したうえで、今後必要となる嵩上げ等の対策を計画して いる旨を開示。

台風時の高潮による

浸水リスク

化学

※ 自社の事業場が

臨海コンビナートに立地

TCFDレポート• 事業場の一部が、気象条件が厳しく浸水リスクが高い沿岸部に立地していることから、

事業場のリスク管理プロセスを通して浸水リスクを評価。

• 結果、浸水リスクを許容レベルまで軽減するために防潮堤の整備についての意思決定

を実施。

• リスクの把握から対応策としての防潮堤の整備に至るまでの経緯を、レジリエンスを高

めるためのリスク管理プロセスの例として開示。

高潮による

浸水リスク

薬品

※ 自社の事業場の一部が沿

岸地域に立地

TCFDレポート• 臨海部に位置する事業場を対象に、0.5ｍ未満の海面上昇で一律に被害が発生

すると仮定し、被害額を推定。

• 被害額の推定にあたっては、設定した規模の事業場の1日あたりの操業停止を仮定し

た売上減少を踏まえて算出。

海面上昇

電気・ガス

※ 自社の事業場の一部が沿

岸地域に立地

サステナビリティ

レポート

• 保有する資産のうち、低海抜地域に所在する不動産や倉庫・ターミナル等が海面

上昇で使用できなくなることをリスクとして特定。

• 上記を踏まえ、影響が大きいと想定される事業拠点を対象に気候変動によるリスク

分析を実施。リスクの評価対象としては、直接被害（拠点内にある個別設備の物理

的な損傷）、間接被害（稼働率の低下による損失）、サプライチェーン上の被害

（工場や出荷地が被災することによる被害）を選定。

• 2050年までの気候変動による損害の期待値を、各シナリオ別にシミュレーションにより

分析。気候変動を踏まえた外力変化の予測については、Aqueductを活用。

• これらを踏まえ、1.5℃シナリオ及び2-3℃シナリオのそれぞれにおいて、リスクの大きさを

大・中・小で評価し、評価結果と対応戦略を開示。

海面上昇海運
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固定資産税の特例措置 856 

特例措置の要件 857 

以下の要件を満たすものが特例措置の対象となる。  858 

○  前述の協働防護計画作成費補助を受けて作成された協働防護計画に定め859 

られた事業の実施主体間で協働防護協定が締結され、港湾法第 51 条の９860 

第３項第１号に規定する協定特定港湾施設であること。 861 

○  護岸・防潮堤・堤防・胸壁・岸壁・物揚場であり、協働防護協定で定めた862 

港湾法第 51 条の９第３項第２号イに規定する港湾区域の水面からの高さ863 

又は構造に関する基準に適合するよう、令和 11 年３月 31 日までに取得又864 

は改良したものであること。 865 

なお、要件に適合しているか否かは、国土交通大臣から発行される証明書によ866 

り証明される。 867 

 868 

特例措置の内容 869 

取得又は改良に伴う資産計上分が対象となる。 870 

取得又は改良後、５年間にわたって、当該資産に係る固定資産税が緊急確保航871 

路又は開発保全航路に接続する港湾においては１／２に軽減され、それ以外の872 

港湾については、５／６に軽減される。  873 

 874 

  【減免額の例】 875 

開発保全航路または緊急確保航路に接する港湾において鉄筋コンクリート造876 

護岸のかさ上げ（取得価額 10 億円）を行った場合、取得後５年間で固定資産税877 

が約 3100 万円減免される。   878 

  879 
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海外における気候変動対応事例 880 

海外における気候変動への対応事例等を以下に紹介する。詳細は、付録第 4 章881 

を参照いただきたい。 882 

 883 

表  6-2 海外における気候変動対応事例  884 

取組主体・  

場所等  
概要  出典  

PIANC 

✓ 世界の代表的な港湾で想定されている気

候変動シナリオ及び気候パラメータが港

湾施設に与える影響について紹介。  

EnviCom WG 

Report17 

ニューヨーク市  

✓ 気候変動適応策のガイドラインを公表。  

✓ ガイドライン中で、社会資本の耐用年数の

経過時に予測される気候条件に耐えるよ

うに施設を設計するよう提示。  

Climate Resiliency  

Design Guidelines18 

ロサンゼルス港  

✓ 複数シナリオの海面上昇量に対する浸水

予測結果を踏まえ、港湾施設の脆弱性を評

価。  

✓ 脆弱性評価を踏まえ、海面上昇量のシナリ

オ毎に適応策を整理し、各適応策の実施計

画を「 Immediate（5 年以内）」「Soon（2030

年まで）」「Future（2030 年以降）」の 3 パ

ターンで分類。  

Port of Los Angeles  

Sea Level Rise 

Adaptation Study  

FINAL DRAFT19 

 885 

 
17 PIANC REPORT No. 178 , CLIMATE CHANGE ADAPTATION PLANNING 

FOR PORTS AND INLAND WATERWAYS , 2020 
18 ニューヨーク市 HP：

https://www.nyc.gov/assets/sustainability/downloads/pdf/publications/CRDG -4-1-

May-2022.pdf 
19 https://resilientca.org/projects/95ba0b24-f2dc-4139-97f2-033dc845cde0/ 
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